
第 1号議案

山の田地区まちづくり協議会規約   

第 1 章 総則 

(名称及び事務所) 

第１条 本会は山の田地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、

事務所を 下関市山の田東町 4 番 13 号 下関市勤労婦人センター (北部

公民館内)に置く。 

(区域) 

第 2 条 協議会の地区の区域は、別表 1のとおりとする。 

(構成員) 

第 3 条 協議会の構成員は、次に掲げるものとする。 

 (1) 地区に居住する者 

(2) 地区内で活動する市民活動団体等 

(3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者 

(4) 地区内に存する学校等に通う者 

第 2章 目的及び活動 

(目的) 

第４条 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを 

大切にし、地域の力が発揮できるまちづくりを目指し、自主的かつ主体的 

 に活動を行うことを目的とする。 

(活動) 

第５条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

 (1) 地域の課題、情報等を共有するための広報に関する活動 

 (2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助  

に関する活動  

(3) 地区内外における地域交流に関する活動 

(4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動 

(5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映す  

  るための情報収集に関する活動 

(6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動 

(7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづ 

くりに関する活動 



第 3章 役員 

 (役員の選任) 

第 6 条 協議会に次の役員を置く。 

 (1) 会  長    1 名 

(2) 副 会 長   若干名 

(3) 事務局長    1 名 

(4) 会  計    1 名 

(5) 部 会 長    6 名 

(6) 監  事    2 名 

2 部会長を除く役員は、総会において選任する。 

(役員の任務) 

第 7 条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

3 事務局長は、協議会の事務局を総括する。 

4 会計は、協議会の会計を担当する。 

5 部会長は、協議会の活動に係る事業の企画・運営を行う。 

6 監事は、協議会の会計及び事業を監査し、総会に監査報告する。 

 (役員の任期) 

第 8 条 役員の任期は 2年とする。ただし、再任は妨げない。 

2 前項の規定にかかわらず、任期終了後においても、後任者が選任されるまで

在任する。 

3 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 (事務局) 

第 9 条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 

2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 

 (1) 協議会の運営に関すること。 

(2) 各部会の総括・調整に関すること。 

(3) 各種事務手続きその他庶務に関すること。 

 (4) その他事務局が行うこととなった事項に関すること。 

3 事務局に事務員を置くことができる。 

4 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。 

 第 4 章 顧問 

 (顧問) 

第 10 条 協議会に顧問を置くことができる。 



2 顧問は、総会の同意を経て会長が委嘱する。 

3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。 

   第 5 章 会議 

 (会議) 

第 11 条 協議会の会議は、総会、運営委員会及び部会とする。 

2 会議は、原則公開とし、構成員は傍聴できる。ただし、会長が必要と認めた 

 場合には、非公開とすることができる。 

   第 6 章 総会 

(総会) 

第 12 条 総会は、協議会の最高議決機関とする。 

 (総会の種類) 

第 13 条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

(総会の構成) 

第 14 条 総会は、委員制とし、次に掲げる委員をもって構成する。  

 (1) 監事を除く役員 

(2) 別表 2に掲げる協議会を構成する団体等から推薦された者 

(3) 地区に居住する市民の中から公募で選ばれた者 

2 委員は８０名までとし、任期は 2年とする。 

3 公募による委員の定数は１２名までとし、その選出方法については別に定め

る。  

(総会の開催)     

第 15 条 通常総会は、毎年会計年度終了後、概ね 2か月以内に開催するものと

する。 

2 臨時総会は、会長が必要と認める場合又は委員の 3分の 1以上の請求があっ 

た場合に開催するものとする。 

 (総会の招集) 

第 16 条 総会は、会長が招集する。 

2 総会を招集するには、少なくとも会議を開催する 1週間前までに、会議の  

日時、場所及び目的を示して、委員に通知しなければならない。 

(総会の議長) 

第 17 条 総会の議長は、その総会に出席した委員の中から選出する。 

 (総会の審議事項) 

第 18 条 総会は、次の事項を審議し議決する。 

 (1) 事業計画及び収支予算に関すること。 



(2) 事業報告及び収支決算に関すること。 

(3) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。 

(4) 役員の選任及び解任に関すること。 

(5) 規約の改正に関すること。 

(6) その他会務運営上必要な事項。 

 (総会の定足数) 

第 19 条 総会の開催は、委員の 2分の 1以上の出席を要する。ただし、やむを

得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。 

(総会の議決) 

第 20 条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の時は議長の 

 決するところによる。 

 (総会の議事録) 

第 21 条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

 (1) 日時及び場所 

(2) 委員総数及び出席委員数 

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人 2 名が  

署名押印をしなければならない。  

 第 7 章 運営委員会 

 (運営委員会の構成) 

第 22 条 運営委員会は、監事を除く役員をもって構成する 

 (運営委員会の審議事項) 

第 23 条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

 (1) 総会に付議すべき事項 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) 総会、部会から提議された事項 

 (4) 構成員から提議された事項 

 (5) 細則に関する事項 

 (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

  (運営委員会の開催) 

 第 24 条 運営委員会は、会長が招集する。 

 2 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1) 会長が必要と認めたとき。 



 (2) 運営委員の 2分の 1 以上から請求があったとき。 

 3 会長は、前項第 2 号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員

会を招集しなければならない。 

 (運営委員会の議長) 

第 25 条 運営委員会の議長は、会長が務める。 

(運営委員会の定足数) 

第 26 条 運営委員会は、運営委員の 3分の 2 以上の出席がなければ開催するこ

とができない。 

 (運営委員会の議決) 

第 27 条 運営委員会の議決は、出席委員の過半数で決める。賛否同数の時は  

議長の決めるところによる。 

 (運営委員会の議事録) 

第 28 条 運営委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。  

 (1) 日時及び場所 

 (2) 委員総数及び出席委員数 

 (3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

 (4) 議事の経過の概要及びその結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項  

2 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人 2

名が署名押印をしなければならない。 

第 8章 部会 

 (部会の設置) 

第 29 条 協議会に次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める活動を行

う。  

(1) 総務部会 各部会の総括及び広報・広聴に関する活動 

 (2) 健康福祉部会    健康・福祉の増進に関する活動 

 (3) 青少年育成部会   青少年の健全育成に関する活動 

 (4) 安全・安心部会   防災・防犯及び交通安全と見守りに関する活動 

 (5) 環境部会      自然環境保全、クリ―ンアップに関する活動 

 (6) 産業・文化部会    産業・文化の振興に関する活動 

2 部会は、前項で定める活動のほか、次の事項を審議議決する。 

 (1) 部会に付託された事項の決定及び実施に関すること 

(2) 部会の事務に関すること 

 (3) その他総会及び運営委員会の議決を要しない業務の遂行に関すること 

3 第 1 項の規定にかかわらず、2部会以上に関わる活動その他必要と認める        



 事項を審議するため、運営委員会の承認を得て専門委員会を置くことがで

きる。専門委員会の運営に関する事項は、別に定める。 

 (部会長及び副部会長) 

第 30 条 部会に部会長 1人、副部会長若干名を置く。 

2 部会長及び副部会長は、部会員の中から互選する。 

3 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。 

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、前項の職務を  

代理する。 

5 部会長及び副部会長の任期は 2年とし再任を妨げない。 

6 欠員により選出された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間と 

 する。 

7 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任さ 

れるまで、在任する。 

 (部会の開催) 

第 31 条 部会は、部会長が招集する。 

2 部会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。  

(1) 部会長が必要と認めたとき。 

(2) 部会員の 2分の 1 以上の者から請求があったとき。 

3 部会長は、前項第 2号の規定による請求があったときは、速やかに部会を

招集しなければならない。 

 第 9 章 会計 

 (経費) 

第 32 条 協議会の運営及び活動に要する経費は、補助金及びその他の収入をも

って充てる。 

 (会計年度) 

第 33条 協議会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31 日に終わる。 

 (会計監査) 

第 34 条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき又は会計事務が終了したと

きは、速やかに会計監査を行うものとする。 

2 前項に規定する会計監査の結果については、協議会の役員に報告するものと

する。 

第 10 章 情報公開等 

 (書類及び帳簿の備付け) 

第 35 条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに



帳簿等活動に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開 

を行うものとする。 

 (個人情報保護の取扱い) 

第 36 条 協議会が活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護 

 と適正な利用に努めるとともに、本人の同意があるとき又は本人の権利利 

益を不当に侵害するおそれがないと認めるときに限り公開できるものとする。 

  第 11 章 雑則 

 (その他) 

第 37 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、 

運営委員会の議決を経て別に定める。 

 (規約の改廃) 

第 38 条 この規約の改廃については、総会において出席委員の 3分 2以上の同

意を必要とする。 

  附 則 

 (施行期日) 

1 この規約は、平成 28 年 6 月 14 日から施行する。 

 (経過措置) 

2 本会の設立初年度の役員、委員及び 部、副部会長の任期は、第 8条第 1項、 

第 14 条第 2項及び第 30 条第 5 項にかかわらず、平成 30 年度に開催する通常

総会までとする。 

3 本会の設立初年度の会計年度は、第 33 条の規定にかかわらず、平成 28 年  

6 月 14 日から平成 29 年 3 月 31 日までとする。 


